
 

消費者団体訴訟制度に係る論点整理(第２回)  

 

 

１．適格要件の検討にあたっての基本的な考え方  

(1) 消費者団体に訴権を認める意義 

(2) 適格要件を設定する必要性 

 

２．適格団体の要件 

（1）団体の目的・活動実績 

（2）団体の規模 

(3) 事業者等からの独立性 

（4）法人格の要否 

（5）人的基盤、財政基盤、組織運営体制 

（6）暴力団等の排除 

  

３．適格要件への適合性判断 

（1）適格要件への適合性を判断する主体（その１） 

（2）適格要件への適合性を判断する主体（その２） 

（3）適格要件への適合性を判断する方法 

(4）事後的担保措置 

 

 

 

資料 



 

１．適格要件の検討にあたっての基本的な考え方  

(1) 消費者団体に訴権を認める意義 

①  消費生活において、消費者は自主的かつ合理的に行動することが期待され

ているが、消費者と事業者との間には情報力・交渉力等の格差があり、消

費者団体が、消費者の利益の擁護を図るため、消費者に代わって、市場に

おいて事業者の行為を監視するなど消費者の視点に立って活動することが

期待されている（資料１）。 

 

② 消費者被害は、個々の被害額は比較的少額である一方、同種の被害が多数

の者に及ぶことが多いという特徴を有しており、消費者個人が訴訟を提起

する等によって対応することには難しい面がある。 

消費者団体訴訟制度は、消費者個人ではなく消費者団体が訴訟制度の枠

組を利用し、被害の発生・拡散を防止し、消費者全体の利益の擁護を図る

ためのものである。  

 

③ なお、本年６月に施行された消費者基本法は、その第８条において、消

費者団体の努める活動のひとつとして、「消費者の被害の防止及び救済のた

めの活動」等を掲げている。また、同法第２６条では、国は、「消費者団体

の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずる」旨が規定

されている（資料２）。これらの規定は、消費者の被害の防止及び救済のた

めの活動等を促進する方策のひとつとして消費者団体訴訟制度を念頭にお

いたものと解されている（資料３）。 

 

 

  
 



（資料１）第 18 次国民生活審議会消費者政策部会報告書 「２１世紀型の消費 

者政策の在り方について」（抄）（平成 15 年 5 月 28 日） 

 

第 4章 消費者政策の実効性 

 第 5 節 消費者団体訴訟制度 

  １．消費者被害の特徴と被害救済 

  （略） 

  （３）消費者被害救済における消費者団体の役割 

    消費者は事業者と比べて情報力・交渉力に劣ることから、消費者団体

が消費者に代わって事業者の行為を監視するなど、消費者の視点に立っ

た市場の監視者としての役割を担うことが重要である。また、個々の消

費者が、自ら被害の救済を図ることは困難であることから、消費者の利

益擁護のために活動する消費者団体が消費者被害の救済を支援する役割

を果たすことが重要である。 



（資料２）消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号） 

 
第八条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表 
明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活 
動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な 
活動に努めるものとする。 

 
（略） 
 
 （消費者団体の自主的な活動の促進） 
第二十六条 国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の

健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。 



（資料３）第159回国会 参議院・内閣委員会議事録抜粋（平成16年5月25日） 

 

出席者は左のとおり。 

委員長 和田ひろ子君 

理 事 仲道 俊哉君 

（略） 

衆議院議員 

 内閣委員長    山本 公一君 

 内閣委員長代理  岸田 文雄君 

 内閣委員長代理  原口 一博君 

 内閣委員長代理  大口 善徳君 

（略） 

本日の会議に付した案件 

（略） 

○消費者保護基本法の一部を改正する法律案（衆議院提出） 

（略） 

 

○魚住裕一郎君 先生方の御苦労にもかかわらず、そんなにでかい大部な法律では

ないので私もざっと目を通させていただきましたけれども、いわゆる団体訴訟

の規定がないんですね。私も弁護士の端くれやっておりましたから、えっとい

う、そんなふうに感ぜざるを得ませんでした。やはり悪徳商法とか、そういっ

た場合、テレビニュースとかでも、何とか被害者弁護団みたいな、そういうよ

うな形でやりますわね。やはり被害額、一人一人は少額なんだけれども、でも、

幅広な社会問題になるような、そういうような案件もございます。 

 団体訴訟というと、イギリスでもフランスでもドイツでも、またアジアでも

タイとかインドネシアとか導入をしているようでございますが、二十一世紀最

初になって、それはもう自民、公明、また民主の皆さん方の中でいろんな議論

をされたんだろうなというふうに思いますし、また、政府においても検討が進

んでいるんだろうなと承知をするところでございますが、この導入するかどう

かという議論始まっているようでございますが、その議論の進捗具合、また見

通し、論点等について簡潔にちょっと御説明をいただきたいと思います。 

（中略） 

○衆議院議員（大口善徳君） 今先生御指摘のとおり、この団体訴権の問題がこれ

非常に重要な問題であるわけです。それで、当然、この問題につきましては自

民党、民主党そして公明党、本当にいろいろと議論をさせていただきました。 

 そういう中で、僕は、着実に進めていくべきだということで、早急にこれは

この団体訴権を認めていくべきだ。我が党のマニフェストの項目の中にも入れ

たわけでございますが、それで、じゃ、この消費者基本法に芽出しを、何とか

この思いをこの規定の中に盛り込みたいと、こういうことでいろいろと議論を

させていただきまして、第八条に、ここに、消費者団体は、消費者生活に関す



る情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓蒙及び教育、そし

て消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安

定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとすると、こうい

うことで、消費者団体の活動の中にこの被害の、消費者の被害の防止及び救済

のための活動、こういうものを盛り込みまして、そしてさらに、二十六条に「国

は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的

な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。」と。消費者団体の

活動の中に、この八条に消費者の被害の防止及び救済のための活動というのが

あるわけです。それと対応しておりまして、この活動が促進されるよう必要な

施策を講ずるものとするという形で、団体訴権についての思いをこの八条、二

十六条に込めていると、こういうことでございます。 



 

(2) 適格要件を設定する必要性 

① 消費者団体訴訟制度が、消費者全体の利益の擁護を図るために消費者団体

が訴権を行使するものであることにかんがみれば、訴権を行使する消費者

団体について、以下の観点から一定の要件を設定する必要があるのではな

いか。 

ア．消費者全体の利益を代表して消費者のために訴権を行使できるかどう

か（消費者利益代表性） 

イ．訴権を行使し得る基盤を有しているかどうか（訴権行使基盤） 

ウ．不当な目的で訴訟を行うおそれはないか（弊害排除） 

 

② これらの観点を具体化する要件としては、 

ア．消費者利益代表性 ⇒ 団体の目的、活動実績、団体の規模、 

             事業者等からの独立性 等 

イ．訴権行使基盤 ⇒ 法人格の要否、人的基盤、財政基盤、 

           組織運営体制 等 

ウ．弊害排除 ⇒ 暴力団等の排除 等 

が考えられる（資料４、５）。 
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・
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令
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人
的
基
盤

（
特
に
な
い
）

（
特
に
な
い
）

・
消
費
者
の
集
団
的
利
益
の
保
護
・
促
進
の

た
め
に
必
要
な
経
験
、
適
性
、
専
門
的
知

識
、
法
執
行
手
続
の
実
行
能
力
を
有
し
て
い

る
こ
と

（
資
料
４
）
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
適
格
団
体
の
要
件



財
政
基
盤

・
1
年
以
上
の
団
体
の
存
続
と
、
適
切
な
任
務

の
履
行
が
保
証
で
き
る
よ
う
な
活
動
実
績
を

有
す
る
こ
と
（
③
）

（
特
に
な
い
）

・
財
政
基
盤
に
つ
い
て
、
明
文
は
な
い
が
団

体
の
能
力
に
関
す
る
判
断
に
お
い
て
、
実
質

的
に
考
慮
（
⑦
）

組
織
運
営
体
制

（
特
に
な
い
）

（
特
に
な
い
）

・
組
織
内
部
の
利
害
対
立
を
処
理
す
る
適
切

な
手
続
を
確
立
し
て
い
る
こ
と

そ
の
他

家
族
・
社
会
援
助
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
団

体
に
つ
い
て
は
、
設
立
に
よ
り
既
に
代
表
性

が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
記
構
成

員
数
の
要
件
の
他
、

1年
以
上
の
存
続
要

件
、
消
費
者
利
益
の
保
護
活
動
の
実
体
要
件

に
つ
い
て
も
免
除
さ
れ
る
。

他
の
適
格
組
織
、
行
政
機
関
と
の
協
力
も
要

求
さ
れ
る
。

注

①
定
款
に
従
っ
た
活
動
を
実
際
に
行
っ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
明
文
上
の
規
定
は
な
い
が
、
不
正

競
争
防
止
法
に
関
す
る
連
邦
最
高
裁
判
例
に
お
い

て
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

②
ド
イ
ツ
で
は
非
営
利
団
体
が
法
人
格
を
取
得
す

る
の
は
容
易
と
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
登
録
社
団

を
設
立
し
て
法
人
格
を
得
る
に
は
、
７
人
の
会
員

を
集
め
そ
の
中
か
ら
代
表
者
を
た
て
る
こ
と
、
定

款
を
作
成
す
る
こ
と
等
と
わ
ず
か
な
手
数
料
を

も
っ
て
申
請
す
れ
ば
、
2
～
3
ヶ
月
で
法
人
格
が
取

得
で
き
る
。

③
な
お
、
ド
イ
ツ
連
邦
司
法
省
に
よ
れ
ば
、
こ
の

要
件
を
審
査
す
る
際
に
は
活
動
の
継
続
可
能
性
と

い
う
点
で
、
財
政
状
況
も
一
つ
の
考
慮
事
由
に

な
っ
て
い
る
。

　
④
イ
ギ
リ
ス
通
産
省
に
よ
れ
ば
、
全
国
消
費
者
評

議
会
(
N
a
t
i
o
n
a
l
 
C
o
n
s
u
m
e
r
 
C
o
u
n
c
i
l
)
の
よ
う

に
組
織
構
成
上
会
員
が
存
在
し
な
い
団
体
で
あ
っ

て
も
、
消
費
者
保
護
に
お
い
て
重
要
な
活
動
を

行
っ
て
い
る
団
体
も
あ
る
た
め
、
構
成
員
の
規
模

に
つ
い
て
の
要
件
は
な
い
と
の
こ
と
。

⑤
こ
の
う
ち
独
立
性
に
つ
い
て
は
、
他
の
団
体
、

特
に
事
業
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
独
立
し
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

⑥
イ
ギ
リ
ス
通
産
省
に
よ
れ
ば
、
法
人
格
の
有
無

よ
り
も
、
消
費
者
の
利
益
を
代
表
す
る
よ
う
な
活

動
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
重
視
し
て
い
る
た

め
、
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。

⑦
た
だ
し
、
イ
ギ
リ
ス
通
産
省
に
よ
れ
ば
、
単
独

で
訴
訟
を
提
起
す
る
だ
け
の
財
政
的
能
力
が
な
い

場
合
に
も
、
公
正
取
引
庁
に
事
件
を
引
き
継
ぐ
な

ど
の
措
置
を
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
た
め
、
要

件
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。

（
備
考
）
　
平
成
1
5
年
度
内
閣
府
請
負
調
査
「
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
海
外
調
査
報
告
書
」
よ
り
作
成



（資料５）　ドイツ、フランス、イギリスにおける適格団体数

国 ドイツ フランス イギリス

適格消費
者団体数

69(注1）
全国レベル18
地方レベル824（注２）

1

適格消費
者団体の
例

消費者センター総連盟
（VZBV)など

消費者同盟（UFC)、消
費・住居・生活の枠組
み連合（CLCV)など

消費者協会（CA)

（注１）　実際に訴訟を行っているのは登録団体のうちの一部の団体。（ドイツ連邦総務省からの聴取による）

（注２）  地方レベルの団体については、全国レベルの団体の地方組織が別個に認可を受けている場合が
　　　　　多く、純粋な地方の消費者組織で認可を得ている例は少ない。



 



 

２．適格団体の要件 

(1）団体の目的、活動実績  

① 消費者利益代表性については、団体の目的に消費者の被害の防止及び救済

のための苦情相談等が掲げられており、かつ、実際にその活動を継続的に

実施していることが一つの判断基準となるのではないか。 

 

② 団体の目的に関しては、法人格を有する団体の目的は、定款等において定

められることから、団体の定款等の規定から判断しうるのではないか。 

 

③ 活動実績に関しては、上記の定款等において規定されている当該団体の目

的に沿った活動が、相当期間、継続的に行われているかどうかから判断し

うるのではないか（資料６、７）。 

 

④ なお、営利を目的とする団体の活動は、消費者全体の利益の擁護に合致す

るとは限らないことから、営利を目的とする団体は除外すべきではないか

（資料８）。 

 

 

 

 



（資料６） 活動実績を要件としている例 

 

（１）自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号) 

 

（指定） 

第三十七条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、

国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ること

を目的として設立された民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の

法人、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項の特定非

営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、次条各号に掲げる業務

を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、

公園管理団体として指定することができる。 

２～４ （略） 

 

（業務） 

第三十八条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。  

  一 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保 

護に資する活動を行うこと。  

  二 国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。  

三～六 （略） 

 

（２）自然公園法施行規則（昭和三十二年厚生省令第四十一号） 

 

（公園管理団体の指定基準） 

第十五条の七 法第三十七条第一項の規定による公園管理団体の指定は、次に

掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。 

 一・二 （略） 

三 十分な活動実績を有していることその他法第三十八条各号に掲げる業務

を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであ

ること。 

四 （略） 

 

※上記要件については、当該地域においておおむね 3 年程度相当の活動実績が

あることなどとされている。（環境省自然環境局長通知） 



（資料７）わが国の消費者団体の活動内容 

 

・消費者団体の活動状況をみると、全体として、消費者啓発活動に取り組

む団体の割合が高い。 

・苦情処理活動を行う団体は、全団体で 11％である。そのうち中央団体で

は 30％が取り組んでいる。 

 

消費者団体の主な活動

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

苦情処理

調査活動

商品テスト

廃食用油回収

資源回収

福祉ボランティア活動

自主企画商品

産地直売

あっせん

バザー

共同購入

講習会等

パンフレット等

機関紙

全団体

中央団体

 

（財）あしたの日本を創る協会 新日本婦人の会 生ごみリサイクル全国ネットワーク

（財）全国母子寡婦福祉団体協議会 全国牛乳パックの再利用を考える会連絡会 日本主婦連合会

（財）日本消費者協会 全国漁協婦人部連絡協議会 日本消費者連盟

（財）ベターホーム 全国公団住宅自治会協議会 日本生活協同組合連合会

（社）栄養改善普及会・全国誌友会 全国消費者協会連合会 日本青年団協議会

ＪＡ全国女性組織協議会 全国消費者団体連絡会 日本母親大会連絡会

関西消費者団体連絡懇談会 全国生活学校連絡協議会 日本婦人団体連合会

関西生活者連合会 全国生活研究グループ連絡協議会 日本婦人有権者同盟

主婦連合会 全国地域婦人団体連絡協議会 婦人民主クラブ

消費科学連合会 全国友の会 リサイクル運動市民の会

(順不同）

(備考）１．内閣府「平成１４年度消費者団体概要」より作成
         2．本調査における「中央団体」とは、「都道府県域を越えてブロックまたは全国的に活動
             している団体」であり、具体的には、以下の団体を指す。

 

消費者啓発 

経済活動 

環境 

その他 

 
（%） 
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(2) 団体の規模  

① 消費者団体の規模についても、消費者利益代表性の指標の一つとなりう

るのではないか。 

 

② 消費者全体の利益を代表しているといえるような団体の規模を示す指標

としては、団体の会員数や活動地域の範囲などが考えられる。 

 

③ 団体の会員数については、一定数以上の会員を有することが必要ではな

いか。その際、下部団体の会員数をどのように考慮すべきか（資料９、10）。

 

④ 活動地域の範囲から消費者団体をみると、 

・全国規模あるいは都道府県を超えて活動する団体（中央団体） 

・都道府県内全域にわたって活動する団体（県域団体） 

・地域レベルで活動する団体（地域団体） 等 

があるが、訴権を行使する団体に関し、これら活動範囲をどのように考え

るべきか（資料 11）。 

 

 

 

 



（資料９）わが国の消費者団体の会員数とその推移 

 

 わが国には全国で約 4,700 の消費者団体がある。（平成 13 年 7 月現在） 

 

4,681 団体
14,726 千人

0

1,000

2,000
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）

団体数（左軸）

会員数（右軸）

 

（備考）・内閣府「平成 14年度消費者団体の概要」より作成 
    ・本調査で対象とした消費者団体は、「消費者の権利・利益擁護・維持を目的又は 
     活動内容に含み、消費者によって自主的に組織された団体及びこれに準ずる団体 
     で、消費者のための活動を恒常的に行っている民間団体（企業・業界団体は除く）」 
     である 



（資料１０）わが国の消費者団体の会員数別割合 

 

100～999人

30%

1,000～9,999人

9%

10～99人

46%

1～９人

4%
10,000人～

3%

不明
8%

（Ｎ＝4,681)

消費者団体の会員数別割合

 
      

(備考)・内閣府「平成 14 年度消費者団体の概要」より作成 

   ・会員数の集計の際は、下部団体の会員数を含めている。 



(資料１１）　わが国の消費者団体の活動地域別団体数

会員規模 　　中央団体 　　県域団体 　　地域団体

(人） 団体数 割合（%） 団体数 割合（%） 団体数 割合（%）

１～９ 0 0.0% 5 1.2% 193 4.6%

10～99 1 3.3% 83 19.4% 2,046 48.4%

100～999 1 3.3% 73 17.1% 1,346 31.9%

1,000～9,999 2 6.7% 110 25.7% 320 7.6%

10,000～ 14 46.7% 86 20.1% 29 0.7%

不明 12 40.0% 71 16.6% 289 6.8%

合計 30 428 4,223

（備考）・内閣府「平成14年度消費者団体の概要」より作成
　　　　・本調査においては、
           中央団体：都道府県域を超えてブロックまたは全国的に活動している団体
　　　　　 県域団体：都道府県のおおむね全域に会員を持ち、活動を行っている団体
　　　　　 地域団体：郡、市、町、村などを範囲として活動を行っている団体
　　　　　としている。



 

(3) 事業者等からの独立性 

① 消費者の利益代表性については、さらに事業者等からの独立性を求める

ことが考えられる（資料 12）。 

 

② 団体が特定の事業者ないし事業者団体の影響下にある場合、 

  ・消費者の代表とは評価し難い 

  ・事業者の不当な行為に対する十分な対応が期待し得ない 

 といったことが想定される。消費者全体の利益を擁護するという消費者団

体訴訟制度の趣旨をかんがみると、事業者等からの独立性を要件とするこ

とが必要ではないか。 

 

③ 具体的には、役員等の人的要素や、出資金等の資金的要素において事業

者等からの独立性を要件とすることが考えられるのではないか。 

 

 

 

 

 

（資料 12）ドイツ・フランス・イギリスにおける適格団体の要件（再掲） 

国 ドイツ フランス イギリス 

事業者等

か ら の 

独立性 

・明文はないが、団体の

存続と活動実績を審

査する際には、団体の

独立性を考慮 

・あらゆる事業者活動か

ら独立していること  

・独立、公平、清廉な行

動が期待できる程度

に組織されているこ

と 

・独立性については、他

の団体、特に事業者の

コントロールから独

立していることを意

味する。 

 

（備考）前掲「資料４ ドイツ・フランス・イギリスにおける適格団体の要件」より抜粋 

 



 

(4) 法人格の要否  

① 適格団体の要件として、法人格を有することを要件とすべきとする考え方

がある一方、わが国の消費者団体の多くは法人格を取得していないという

現状等から法人格を有することを適格団体の要件とするべきでないという

考え方もある。 

 

② そもそも、法人とは、自然人以外のもので、法律上、権利・義務の主体た

りうるものをいう。法人には、営利を目的とする法人のほか、公益法人や

社会福祉法人等、いくつかの形態がある（資料 13）。わが国の消費者団体の

多くは法人格を取得しておらず、任意団体として活動している（資料 14）。

 

③ 法人格を有しない団体は、登記や登録を必要とせずに当事者の行為のみに

よって成立しうる。わが国においては、従来、非営利団体が法人格を取得

することが容易ではなかったことから、法人格を有しない団体であっても、

いわゆる権利能力なき社団と認められる一定の場合には、判例上、法人格

を有する団体と可能な限り同様に権利・義務の帰属主体として取り扱われ

ており、訴訟を提起することについても民事訴訟法上可能とされている（資

料 15）。 

しかしながら、権利能力なき社団に該当するかどうかは個々の裁判で判

断されるため（資料 16）、法人格を有しない団体に訴権を認めることは、権

利・義務の帰属主体が明確である法人と比して制度の安定性を欠くのでは

ないか。 

 

④ なお、近年、ＮＰＯ法人制度や中間法人制度が新たに創設され、非営利団

体が比較的容易に法人格を取得しうる環境が整備されてきており、例えば消

費者の保護を目的の一つに掲げ、設立、認証されたＮＰＯ法人も増えている

 （資料 17）。 

また、非営利団体に対し原則として準則主義により法人格を付与すること

を目指す公益法人制度改革の動きもある（資料 18）。 
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（資料１４）法人格を取得している消費者団体数

 

うち、中央団体

社団法人 15 1

財団法人 20 4

NPO法人 10 0

社会福祉法人 1 0

合計 46 5

（備考）・内閣府「平成14年度消費者団体の概要」より作成
　　　　・集計に当たっては、全4,681団体（うち中央団体30）中、消費者団体
　　　　　の名称に法人格を含む（例：「社団法人」が名称の中に含まれている）
　　　　　ものを対象としている。

法人格 全団体



 
 

（資料１５） いわゆる権利能力なき社団について 

 
１．定 義 

①いわゆる権利能力なき社団とは、「社団の実体」を有するが法人格を持たない団

体をいう。 

②「社団の実体」を有するといいうるためには、 

・団体としての組織を備えていること 

・多数決原理によって団体の意思決定が行われていること 

・構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し、その組織において代

表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定して

いること 

が必要であるとされている（最高裁昭和 39 年 10 月 15 日判決）。 

 
２．特 徴 

①権利義務の帰属主体とはなりえないが、判例上、社団としての独立性が承認さ

れ、可能な限り法人格を有する社団法人に準じた扱いが認められている。 

②民事訴訟において当事者となりうる当事者能力については、明文で認められて

いる（民事訴訟法第 29 条）。 

 

（参考）民事訴訟法（平成八年法律第百九号） 

 

（法人でない社団等の当事者能力） 

第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その

名において訴え、又は訴えられることができる。 

   

 



（資料１６） 権利能力なき社団であるかを裁判で争った例 

 

（１） 権利能力なき社団として認められた例 

 

○ 最高裁昭和 39 年 10 月 15 日判決 

 

判旨：権利能力なき社団の成立要件として、団体の組織を備えていること、 

 多数決の原則が行われていること、構成員の変更にかかわらず団体が  

存続すること、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管 

 理等団体の主要な点が確定していること、を列挙し、被告である「A生活

協同連盟 B支部」を権利能力なき社団として認めた。 

 

（２） 権利能力なき社団として認められなかった例 

 

○ 大阪高裁昭和 45 年 2 月 16 日判決 

 

判旨：上記最高裁昭和 39 年 10 月 15 日判決の趣旨を踏まえた上で、控訴人であ 

る「X野球連盟」につき、同連盟が独自の事業を行うことを目的とし、代 

表者、意思決定機関を有しており、これらの事項は規約によって定めら 

れていることを認めたものの、同規約においては、構成員を単に「20 名 

以内で編成する野球チーム」と定めているにすぎないことや、総会の運 

営方法が定められていないことから、「X野球連盟」の構成員が不特定で 

あるなどとして、権利能力なき社団としては認められないとした。 

      

 

 



（資料１７）ＮＰＯ法人格取得状況 

 

・ＮＰＯ法人として認定を受けた団体は、17,424 法人（2004 年 6 月 30 日現在）。 

・特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）は平成 15 年に改正され、新たに「消費

者の保護を図る活動」が活動分野の一つとして追加された（第 2条第 1項別表第 16 号）。

同改正法施行以降、「消費者の保護を図る活動」を目的の一つとして定款に記載している

421 法人が、ＮＰＯ法人として認証を受けている。 

 

号数 活動の種類 法人数 

第 1号 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 9,965 

第 2 号 社会教育の推進を図る運動 8,239 

第 3 号 まちづくりの推進を図る活動 6,876 

第 4 号 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 5,449 

第 5 号 環境の保全を図る活動 5,092 

第 6 号 災害救援活動 1,190 

第 7 号 地域安全活動 1,530 

第 8 号 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 2,718 

第 9 号 国際協力の活動 3,947 

第 10 号 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 1,627 

第 11 号 子どもの健全育成を図る活動 6,768 

第 12 号 情報化社会の発展を図る活動 766 

第 13 号 科学技術の振興を図る活動 367 

第 14 号 経済活動の活性化を図る活動 956 

第 15 号 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 1,105 

第 16 号 消費者の保護を図る活動 421 

第 17 号 全各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連

絡、助言又は援助の活動 

7,364 

 

（備考）・内閣府「NPO ホームページ」より作成 

    ・一つの法人が複数の分野の活動を行う場合があるため、活動分野ごとの法人数 

     の合計と、認証を受けた法人数（17,424 法人）は一致しない。 

 



（資料１８）「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」 

     （平成 15 年 6 月 27 日 閣議決定） 

 

1.改革の目的と検討の方向等  

（略） 

こうした諸問題に対処し、更に 21 世紀の社会経済の一翼を担う民間非営利活

動の発展を促進することが喫緊の課題となっていることから、次の方針をもっ

て公益法人制度の抜本的改革に取り組むこととする。 

 

2.新たな非営利法人  

（１） 一般的な非営利法人制度の創設 

 現行の公益法人制度は法人格の取得と公益性の判断や税制上の優遇措置が一

体となっているため、様々な問題が生じている。 

 このため、法人格を一定の優遇措置と分離し、公益性の有無に関わらず新た

に非営利法人制度を創設する。 

 この非営利法人制度は、民間の非営利活動を促進するため、準則主義（登記）

により簡便に設立できるものとし、そのガバナンスについては、準則主義を採

る現行の中間法人や営利法人を参考にしつつ、法制上の在り方を検討する。 

 なお、非営利法人制度の設計に当たっては、現行の公益法人制度の問題点を

踏まえた検討を行い、現行の中間法人制度・ＮＰＯ法人制度との法制上の関係

を整理することとする。 

（略） 

 

5.今後のスケジュール等  

 有識者の協力を得つつ、関係府省との連携の下、内閣官房において上記の新

たな非営利法人制度の検討を進め、平成 16 年末までを目途にさらに基本的枠組

みを具体化した上で、所管省において税制上の措置に係る専門的検討を進める

こととし、平成 17 年度末までに法制上の措置等を講ずることを目指す。 

 その間、新たな制度の検討状況を適時に公表する等、広く国民の理解を得つ

つ、円滑に改革を推進するよう努めるものとする。 



 

(5) 人的基盤、財政基盤、組織運営体制 

① 消費者団体訴訟制度が消費者の利益のために有効・適切に運用されるた

めには、団体が差止請求権を適確に行使しうるような、人的基盤、財政基

盤、適切な組織運営体制が必要ではないだろうか。 

 

[人的基盤] 

② 団体が適確に差止請求権を行使するためには、以下のような手順が必要

と考えられる。 

ア．消費者被害についての情報を収集する 

イ．消費者被害に関する情報を分析し、差止請求等を行うか判断する 

ウ．訴訟前に事業者等と交渉する 

エ．実際に差止請求訴訟を提起する 

オ．事業者の不当行為や裁判結果等の情報を広く消費者に提供する 

 

③ 適確に差止請求権を行使するためには、このような活動を経常的に行っ

ており、その活動を基盤として差止訴訟を提起していくことができるよう

な人的能力や専門性を備えていることが必要ではないか（資料 19、20）。 

 

[財政基盤] 

④ 団体が継続的に活動しうるためには適正な財政基盤が必要ではないか。

なお、現行法令上、財政基盤については「経理的基礎」と表現し、貸借対

照表や損益計算書等から判断されている例がある（資料 21）。 

 

[組織運営体制] 

⑤ 組織の運営体制については、訴権の濫用を防止するという観点から、団

体が健全で透明性の高い運営を行っていることが重要ではないか（資料

22）。  

 



　　　（資料１９）　差止請求権行使に要する手続イメージ

①情報収集
　　消費者被害窓口を設置する等、消費者被害の実情を
　　把握する

②情報分析
　　消費者被害の実情を分析し、訴訟前の交渉や差止請求
　　を事業者に対して行うかどうかを判断する

③訴訟前の交渉
　　差止請求権を行使する前に、事業者に不当行為の是正
　　を求める

④差止請求権の行使
　　実際に差止請求訴訟を提起する

⑤消費者への情報提供
　　事業者の不当行為や裁判結果等の情報を、広く消費者に
　　提供する

　②情報分析

消費者

情
報
収
集
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報
提
供
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差
止
請
求

訴
訟
前
の

交
渉

適格消費者団体

①

⑤

③

④



法律相談

事例の吸い上げ

　・不当約款条項の使用の差止め、推奨の差止め、推奨の撤回、の各請求

　・判決の効果は当事者限り
　・判決公表制度

(注）消費者センター総同盟（VZBV)について
　・ドイツ最大の消費者団体。連邦内16州の消費者センターを含めた35の消費者団体を加盟団体に持つ。
　・民法に基づく非営利社団であり、政府からは独立した活動を行っている。
　・消費政策上、政府のパートナーと位置付けられ、消費者団体と協議する必要がある場合は、全てVZBV
　　を通して行われる。また、年間予算約680万ユーロのうち約85%は政府からの補助を受けている。

(資料２０）　　　ドイツにおける消費者団体訴訟制度の運用の一例
（不当約款の差止めの例）

登録の申請

 
適
格
消
費
者
団
体

VZBV　(消費者センター総同盟）

個々の消費者

事業者への警告状の送付

引き続き監視

訴訟提起

16州の消費者センター
全国300箇所の消費者相談所

勝訴判決

行政裁判所への
行政罰の申立て

　

連
邦
管
理
庁

(

 
 
団
体

)

・法の原則に関するもの
・多数の消費者に影響するもの
・経済的に影響の大きいもの　等

不当な約款の使用

行政罰

個別訴訟において
差止判決を援用

不当約款の
使用を継続

勝訴した消費者団体

判決後の契約当事者

拒否
事業者が不当条項の修正・削除を宣言
宣言違反時の違約金の支払を約束

事件の選択

不当条項の
修正・削除

不当条項の
修正・削除

無効判決

不当条項の
修正・削除

登録の審査・取消し
（申請書に基づき審査）

69

(注）



（資料２１）「経理的基礎」を要件としている例 

 

（１）アルコール事業法（平成十二年法律第三十六号） 

 

 （製造の許可） 

第三条 アルコールの製造（精製（アルコールの利用価値を高めるため蒸留その他

の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。）を含む。

第十五条を除き、以下同じ。）を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許

可を受けなければならない。  

２ 前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に

掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 

一～七 （略） 

（許可の基準） 

第六条 経済産業大臣は、第三条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合

していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。  

  一 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するこ

と。 

二・三 （略） 

 

（２）アルコール事業法施行規則（平成十二年通商産業省令第二百九号） 

 

 （製造許可の申請） 

第二条 法第三条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者

は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管

轄する経済産業局長に提出しなければならない。 

一～五 （略） 

六 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記

簿の謄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 

２ 法第三条第二項第八号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事

業の種類とする。 

３ （略） 

 

※アルコール事業法第6条第1号中の「適確に遂行するに足りる経理的基礎」とは、

事業を運営するにあたり、必要な資金の額、調達方法、経営状態等から総合的 

 に判断して、資金面において継続的な事業活動が可能な状態を指す（「アルコー

ル事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」） 
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(6) 暴力団等の排除 

① 消費者団体訴訟制度は一定の要件を満たした団体に、事業者の不当行為

に対する差止請求権という強力な権限を認めるものである。したがって、

正当な権利行使を装って事業者に対して不当な要求を行うといった、消費

者の利益擁護を真の目的としない団体を排除するための一定の要件を課す

ことが必要と考えられる。 

 

② 具体的には、訴権を行使しようとする団体が暴力団等の反社会的存在の

支配の下にある場合、正当な権利行使を装って事業者等に不当な要求を行

うおそれがあるため、このような反社会的存在からの独立性を要件とすべ

きではないか（資料 23）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（資料２３）反社会的存在からの独立性を要件とする例 

 

（１）債権管理回収業に関する特別措置法（平成十年法律第百二十六号） 

（営業の許可） 

第三条 債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。 

（許可の申請） 

第四条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出

しなければならない。 

（許可の基準） 

第五条 法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれ

かに該当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。 

  一～四 （略） 

  五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）第二条第六号 

に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日

から五年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）がその事業活動を支配する株式会社  

  六 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある株式会

社 

  七 取締役若しくは執行役（相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社

に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）又は監査役

（以下この号において「役員等」という。）のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 

    イ～ホ （略） 

    ヘ 暴力団員等 

    ト （略） 

    チ 債権管理回収業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の

理由がある者 

  八 債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社 

 

（２）特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号） 

（設立の認証） 

第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令（前条第二項の特定非営利活動法人

以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第二十六条第三項、第四十四

条第二項及び第四十四条の二を除き、以下同じ。）で定めるところにより、次に掲げる書類を添付

した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 

一～八 （略） 

（認証の基準等） 

第十二条 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認める 

ときは、その設立を認証しなければならない。 

一・二 （略） 

 三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないもので 

 あること。 

  イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二 

 条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ） 

ロ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若

しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」と

いう。）の統制の下にある団体 

四 （略） 

 



 



 

３．適格要件への適合性判断 

(1) 適格要件への適合性を判断する主体（その１） 

① 消費者団体が適格要件を満たしているかどうかの判断については、あらか

じめ行政が団体の適格要件への適合性を判断する方法と、団体が個別に訴

訟を提起するごとに裁判所が当該団体の適格要件への適合性を判断する方

法が考えられる。 

 

② あらかじめ行政が適格要件への適合性を判断する方法については、どの消

費者団体が適格団体であるかが消費者・事業者双方にとって明確となる。

このため、 

・消費者が適格団体に対して事業者の不当な行為等に関する情報を提供し

やすくなる 

・訴訟前の交渉が促進され、より迅速な解決が可能となったり、消費者団

体・事業者団体双方にとって訴訟に伴う経済的・社会的費用を抑えるこ

とができると考えられる 

・不適切な団体が事業者に対して不当な要求を行うことを防止できる 

等の利点があり、消費者団体訴訟制度の効果的・効率的な運営が図られると

考えられる。 

 

③ 一方、裁判所が個別の訴訟ごとに適格性を判断する方法については、訴訟

提起時点では制限がないことから、事業者の不当な行為の発生後、より迅速

に訴訟を提起することが可能になるとも考えられる。しかし、個別の訴訟ご

とに適格要件の適合性が争われることになり、制度の安定性を損なう事にな

るのではないか。 

 

④ なお、消費者団体訴訟制度を導入しているＥＵ諸国をみると、あらかじめ

行政が適格要件への適合性を判断する方法が一般的であり、訴訟の前段階

において、適格団体と事業者との交渉により解決される事案が多い（資料

24、25）。 
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(資料２５) ドイツ・フランスにおける消費者団体訴訟の活用状況 

 

① ドイツの消費者センター総連盟（VZBV）の例 

根拠法 警告手続 訴訟提起 

差止訴訟法(旧約款規制法) 200 件 45 件 

不正競争防止法 430 件 65 件 

                                      2001年度（年間件数） 
② フランスの消費者同盟（UFC）の例 
・ 進行中の訴訟案件は 92 件（2002 年 9 月現在）、毎年 25 件程の新たな訴訟

を提起している。 

・ 年間 11～12 万件の相談受付を通じて得られる情報を基に、事前に警告書

を送るなど交渉を行い、約 5割の案件は交渉段階で解決に至っている。 

 

  ③ フランスの消費・住居・生活の枠組み連合（CLCV）の例 

・ 進行中の訴訟案件は約 30 件（2004 年 1 月現在）、相談受付を通じて得られ

るトラブル案件のうち約 8 割は交渉により解決されており、訴訟に至る案

件は１～２割。 

 

（備考）平成 15 年度内閣府「消費者団体訴訟制度海外調査報告書」より作成 

 

 



 

（2）適格要件への適合性を判断する主体（その２） 

① あらかじめ行政が適格要件への適合性を判断する場合においても、団体

が裁判所において自ら適格要件への適合性を証明することによって訴権行

使を認めるといった例外を設けることも考えられる。 

 

② しかしながら、こうした場合においては、訴訟を提起する消費者団体が

適格団体であるかどうかについて、裁判所による判断がなされるまで明確

にならない。このため、あらかじめ行政が適格性を判断する場合に考えら

れる、不適切な団体を排除することや訴訟前の交渉を促すことが困難とな

り、制度の安定的運用という趣旨を損ねるのではないか。 

 

③ したがって、訴権の行使は、あらかじめ行政により適格要件に該当する

と判断された消費者団体のみに認めるべきではないか。 

 

 
 

 

 

 



 

（3）適格要件への適合性を判断する方法 

○ あらかじめ行政が適格要件の適合性を判断する方法を検討するに際して

は、 

・制度運営の透明性を確保するために、判断主体の裁量の範囲を極力小

さくすべきとの観点 

 がある一方、 

・制度の信頼性を確保するために、形式的な判断にとどまらず団体の実

体・実情に踏み込んで判断すべきという観点 

 もあり、これらの観点を踏まえながら、その方法を検討する必要があるの 

 ではないか（資料 26）。 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



（資料２６）法人設立方式の態様 

 ・すべての法人は、法律の定めるところによってのみ設立される（民法第 33 条）。 

 ・法人の設立の態様については、一般的に以下のように分類される。 

 
法人の設立基準 特徴 例 
準則主義 ・法律の定める一定の組織を具備した 

 場合に当然に法人とする主義 
・通常、その組織内容を公示するため 
 に登記・登録が必要とされている 

営利法人 
中間法人 

認証主義 ・法人格取得に関し所轄庁の認証を要

するという主義 
・認証とは、一般に一定の行為または

文書の記載が正当な手続きによって

なされることを公の機関が確認・証

明することである 

NPO法人 

認可主義 ・法律の定める要件を具備し主務官庁

の認可をうけることによって法人が

設立されるという主義 
・一定の要件をみたす法人申請に対し

て主務官庁は必ず認可しなければな

らない 

各種の協同組合 
学校法人 

許可主義 ・設立を許可するかどうかを主務官庁 
 の自由裁量にゆだねる主義 

公益法人 

 
（備考）「民法総則 第４増補版 有斐閣双書」より作成 
 
 
（参考）民法（明治二十九年法律第八十九号） 

 
第三十三条 法人ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ依ルニ非サレハ成立スルコトヲ得ス 



 

（4）事後的担保措置 

① 適格要件への適合性を認められた団体であっても、その後、適格要件を

欠くに至ることは十分にあり得る。これをそのままにして放置することは

消費者団体訴訟制度の信頼性を損なうことになり、適切でない。そのため、

適格性を認められた団体に対して、その適格性が事後的にも担保されるよ

う、一定の措置をとる必要があるのではないか。 
 
② 事後的な担保措置として、具体的には、 
・ 有効期限を設定し、更新ごとに改めて適格要件への適合性を判断 
・ 適格要件に関連する事項に変更があった場合の届出 
・ 訴権行使（事前交渉を含む）の内容を示した事業報告書の提出 
・ 適合性を判断する主体による報告徴収、検査、取消等 
等が考えられるのではないか（資料 27）。 
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民
法

社
会
福
祉
法

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
中
間
法
人
法
債
権
管
理
回
収
業
に
住
宅
の
品
質
確
保
の

関
す
る
特
別
措
置
法
促
進
等
に
関
す
る
法
律

監
督
等
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象
者

民
法
上
の
公
益
法
人

社
会
福
祉
法
人

特
定
非
営
利
活
動
法
人

中
間
法
人

債
権
管
理
回
収
業
者
型
式
住
宅
部
分
等
製
造
業
者

監
督
等
対
象
者
に
対
す

る
許
認
可
行
為

許
可

認
可

認
証

無
（
登
記
・
登
録
）

許
可

認
証

監
督
権
限
者

主
務
官
庁
（
第
3
4
条
）
都
道
府
県
知
事
（
第
3
0
条
）
都
道
府
県
知
事
（
第
9
条
）

法
務
大
臣
（
第
３
条
）
国
土
交
通
大
臣
（
第
2
5
条
）

厚
生
労
働
大
臣
（
第
3
0
条
）
内
閣
総
理
大
臣
（
第
9
条
）

更
新
の
必
要
性
（
有
効

期
間
の
有
無
）

5
年
（
施
行
令
第
3
条
）

事
業
報
告
書
の
提
出

○
（
政
省
令
）

○
（
第
5
9
条
）

○
（
第
2
9
条
）

○
（
第
2
1
条
）

重
要
事
項
変
更
に
関
す

る
届
出
義
務

○
（
第
3
8
条
2
項
）

○
（
第
6
3
条
）

○
（
第
2
3
条
・
2
5
条
3
項
）

○
（
第
7
条
）

○
（
第
3
0
条
）

必
要
に
応
じ
た
報
告
徴

収
及
び
検
査

○
（
第
6
7
条
3
項
）

○
（
第
5
6
条
1
項
）

○
（
第
4
1
条
）

○
（
第
2
2
条
）

○
（
第
3
5
条
）

改
善
命
令

○
（
第
6
7
条
2
項
）

○
（
第
5
6
条
2
項
）

○
（
第
4
2
条
）

○
（
第
2
3
条
）

事
業
の
停
止
命
令
等

△
（
※
1
）

○
（
第
5
6
条
3
項
）

○
（
第
2
4
条
）

役
員
の
解
職
・
勧
告
等

△
（
※
2
）

○
（
第
5
6
条
3
項
）

許
認
可
行
為
の
取
消
等
○
（
第
7
1
条
）
○
（
第
5
6
条
4
項
）
（
※
3
）

○
（
第
4
3
条
）

○
（
第
2
4
条
）

○
（
第
3
6
条
）

※
１
：
民
法
第
6
7
条
2
項
に
定
め
る
監
督
上
必
要
な
る
命
令
と
し
て
行
う
こ
と
が
可
能

※
２
：
民
法
第
6
7
条
2
項
に
定
め
る
監
督
上
必
要
な
る
命
令
と
し
て
行
う
こ
と
が
可
能

※
３
：
正
式
に
は
、
解
散
命
令
で
あ
る
。




